
 

 

 

 

 

 

１ 運営機構とあゆみ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市の国保 



（１）国民健康保険事業のあゆみ[令和３年(２０２１年）以降]

国民健康保険事業（市の施策等） 特記事項（国・県・制度改正等）

令和3年 2.18 第145回　国保運営協議会

（2021年） 4.1 国民健康保険税率改正

 医療分　所得割7.55→7.25％　平等割19,740→19,363円

 支援分　所得割2.57→2.54％

 介護分　所得割2.43→2.22％　均等割10,140→9,847円

　　　　 平等割4,980→4,837円

8.1 被保検者証更新

8.20 第146回　国保運営協議会

令和4年 2.16 第147回　国保運営協議会

（2022年） 4.1 国民健康保険税率改正 国民健康保険税賦課限度額の改定

 医療分　所得割7.25→7.00％　平等割19,363→18,888円  医療分　63万円→65万円

 支援分　所得割2.54→2.50％  支援分　19万円→20万円

 介護分　所得割2.22→2.16％

未就学児の均等割額軽減　1/2

8.1 被保検者証更新

8.19 第148回　国保運営協議会

令和5年 2.14 第149回　国保運営協議会

（2023年） 4.1 国民健康保険税率改正 保険税軽減判定における所得基準額の引き上げ

 医療分　所得割7.00→7.10％　均等割26,880→28,868円 国民健康保険税賦課限度額の改定

　　　　 平等割18,888→19,406円  支援分　20万円→22万円

 支援分　所得割2.50→2.63％　均等割8,940→10,209円

　　　　 平等割6,420→6,916円

 介護分　所得割2.16→2.12％　均等割9,847→10,263円

　　　　 平等割4,837→5,035円

高額療養費の支給簡素化

4.28 第150回　国保運営協議会

8.1 被保検者証更新

8.24 第151回　国保運営協議会

令和6年 2.9 第152回　国保運営協議会

（2024年） 4.1 国民健康保険税率改正 保険税軽減判定における所得基準額の引き上げ

 医療分　所得割7.10→7.71％　均等割28,868→33,089円 国民健康保険税賦課限度額の改定

　　　　 平等割19,406→21,127円  支援分　22万円→24万円

 支援分　所得割2.63→2.96％　均等割10,209→12,411円

　　　　 平等割6,916→7,924円

 介護分　所得割2.12→2.06％　均等割10,263→10,514円

　　　　 平等割5,035→5,108円

8.1 被保検者証更新 R6.1.1産前産後期間相当分国民健康保険税免除開始

8.20 第153回　国保運営協議会

12.2 被保険者証の新規発行終了

令和7年 2.12 第154回　国保運営協議会

（2025年） 4.1 国民健康保険税率改正 保険税軽減判定における所得基準額の引き上げ

 医療分　所得割7.71→8.31％　均等割33,089→35,612円 国民健康保険税賦課限度額の改定

　　　　 平等割21,127→22,868円  支援分　24万円→26万円

 支援分　所得割2.96→2.84％　均等割12,411→12,015円  医療分　65万円→66万円

　　　　 平等割7,942→7,715円

 介護分　所得割2.06→2.31％　均等割10,514→11,819円

　　　　 平等割5,108→5,728円

8.1 資格確認書等更新

8.21 第155回　国保運営協議会

年　月　日
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（２）事務組織等の状況
令和７年４月１日現在

国民健康保険・後期高齢者医療主管

年金資格担当

職員数 （６人）
（会計年度任用職員１人）

　　○国保資格管理・各種給付・保健事業

　　○後期高齢者医療

保健師所属（保健福祉総合センター）

職員数 （12人）
（うち保健師６人）

　　○保健事業 （会計年度任用職員２人）

賦課担当

職員数 （９人）
（うち国保担当１人）

徴収担当

職員数 （８人）

職員数 （３人）
（会計年度任用職員２人）

保健師所属（上下地域共生交流センター）

職員数 （６人）
（うち保健師３人）

（会計年度任用職員１人）

地域共生係

総務部

上下支所 市民生活係

健康福祉部

健康推進課 元気づくり係

電話催告(会計年度任用職員１人)

保険年金係医療介護保険課

市民税係

税務課

債権管理対策室
収納係
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（３） 府中市国民健康保険運営協議会

①　目的

　国民健康保険法第１１条の規定に基づき、国民健康保険事業の運営に関する重要事項

を審議する。

②　委員の構成　（委員定数１４人）

　被保険者を代表する委員 ４人

　保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ４人

　公益を代表する委員 ４人

　被用者保険等保険者を代表する委員 ２人

③　委員の任期

　任期　　３年　　（令和７年１月１日～令和９年１２月３１日）

④　委員の名前 （令和７年１月１日現在）

名　　　前 備　　　考

青　田　　直　輝 農業

伊　吹　　仁　美 商業

栗　本　　征　治 商業

眞　野　　順　子 商業

原　田　　志　保 薬剤師

川　﨑　　秀　孝 医師

難　波　　泰　樹 医師

佐　藤　　雅　和 歯科医師

伊　達　　速　人 法人役員

金　森　　安　弘 商工会議所

安　原　　秀　治 法人役員

水　田　　　豊　 市議会議員

松　本　　大　輔 健康保険組合

大　森　　雄　二 全国健康保険協会広島支部

⑤　令和６年度開催状況

開 催 時 期

第１回協議会 　（報告）

令和6年8月20日 令和５年度府中市国民健康保険特別会計決算について

国民健康保険税等の改正について

マイナンバーカードと被保険者証の一体化について

令和６年８月１日被保険者証等の更新状況について

第２回協議会 （報告）

令和7年2月12日 　国民健康保険税等の改正予定について

　健康保険証の新規発行の終了について

　第２期データヘルス計画最終評価について

（諮問）

　令和７年度府中市国民健康保険特別会計予算(案)について

　令和７年度府中市国民健康保険税の税率改正(案)について

区　　　　　分

協　　議　　内　　容

被保険者を代表する委員

保険医又は保険薬剤師を代表する委員

公益を代表する委員

被用者保険等保険者を代表する委員
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